
令和 5年４月１日 

業者各位 

水道総務部管財課 

新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みた入札要件の取扱いについて（延長）

本市では新型コロナウイルス感染症による市内経済の停滞を受け、建設工事における市
内業者の受注機会の拡大を促進するため、引き続き制限付き一般競争入札において以下の
とおり取扱いすることをお知らせします。 

●市内業者等への制限付き一般競争入札における入札参加要件にかかる優遇措置 
現在、制限付き一般競争入札の入札参加要件である経営規模等評価結果通知書総合評定

値（Ｐ点）（市内業者については発注者別評価点を加えた総合点）については、発注基準表
（別紙参照）のとおり取り扱っているところです。 
市外業者の入札参加条件を、市内・準市内業者より、発注基準表（別紙参照）に示す区分

の一段階上の区分に原則設定するものとします。 
ただし、公正な競争を担保できると思われる業者数が確保できないおそれがあるときは

この限りではありません。 

（例） 工事件名「〇〇電気設備更新工事」 工事ランクＢ 
 【業者区分】 【必要となる経審点等】 
 市内業者 Ｂランク工事相当以上 
 準市内業者 Ｂランク工事相当以上 
 市外業者 Ａランク工事相当以上 

・実施期間 
令和２年８月３日～令和 5年３月３１日を、令和 6年３月３１日まで延長する。

以上 




